
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

                      

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

電源分離型光ファイバー融着接続装置（電源分離型光ファイバ

ー融着接続器） 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 情報通信用光ファイバー線を、アーク放電により発生する熱で溶融接続する装置

であり、また同接続部を専用の熱収縮チューブにより補強するための熱収縮チュー

ブ用の加熱ヒーターを有する装置である。 

 本装置は、電源ユニット又は専用バッテリーにより駆動するＤＣ１２Ｖ機器であ

る。電源ユニットは、装置下部に差し込むことにより装置と接続される、また装置

下部の専用バッテリーを充電することもできる。 

 

○構造、仕様、意匠 

 電源ユニットの定格：１００～２４０Ｖ、５０－６０Ｈｚ、６４（最大）/２１

（最小）Ｗ、 出力：ＤＣ１２Ｖ、５Ａ 

 

○主な使用者、販売先 

通信建設事業者、通信工事事業者 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 本装置は、電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 電源ユニットは、特定電気用品中、交流用電気機械器具の「直流電源装置」とし

て取り扱う。 

 

（理由） 

 本装置は、直流１２Ｖ機器であることから、非対象として取り扱うことが妥当。

 電源ユニットは、装置に直流１２Ｖを供給及び専用バッテリーを充電するもので

あることから、「直流電源装置」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 


